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【一】 

現在高知県東洋町で町会議員１名のリコール請求事件（平成２０年３月１７日よ

り署名収集開始）が起こっているが、そのリコール請求の複数の請求代表者の中

に農業委員（特別職の公務員）が１人名を連ねており、その集めた署名簿が有効

かどうかを巡って、今論争が巻き起こっている。 

東洋町のくだんの農業委員は、署名簿の仮提出の直前に請求代表者を辞退してい

る。農業委員を含む６人の請求代表者が集めた署名は有権者の三分の一（９７５

名）を１５０名上回る１１２５名であった。 

論争というのは、昭和２９年の最高裁判例（青森地裁事件）が、１審の判決を認

容し、農業委員が請求代表者に入ってした署名簿は全て無効である、としてリコ

ール運動は住民投票の前で終わり続行不可能としていたからである。 

その判決の最も核心は、地方自治法及びその施行令の直接請求の規定では、公職

選挙法が解職請求の住民投票段階でもその請求段階でも一連のものとして準用さ

れるから、公職選挙法（８９条）で禁じられている公務員（農業委員）が名を連

ねて収集した署名簿は成規の手続きによらないもの（地自法第７４条の３）とし

て無効である、というものである。 

高知県選挙管理委員会の事務局は最高裁判例を高知新聞社に示し、高知新聞（４

月１６日付朝刊）も「提出署名無効の可能性」という大きな見出しを付け本文で

は「地方自治法などによると」農業委員が請求代表者に入った署名収集は法令に

違反している、という趣旨の記事を載せた。 

リコール運動を起こした東洋町の住民側は、納得していない。 

地方自治法の直接請求の各条でも同法施行令でも解職請求段階の規定とその住民

投票の段階の規定（公選法適用）とは確然と区別されており、請求段階の、行為

や手続き、請求代表者の資格については公選法の適用はない。 

公選法を請求段階にまで遡及すると署名活動や戸別訪問など請求活動そのものが

不可能となる。なぜ、昭和２９年の最高裁判決が法令の解釈を誤ったのか不分明

であるが、この誤った判決のおかげで爾後のいくつものリコール運動が水泡に帰

しており、誤った解説書や判決の根拠となったこの最高裁判決の歴史的な是正が

大きく浮かび上がっている。日本で初めて高レベル放射性廃棄物の受け入れを投

票（選挙）によって拒絶した東洋町住民は、再び国家権力の不当な解釈（判例）

と対決している。この際多くの国民の皆さんが憲法第１５条で認められた直接請

求の権利について学び、東洋町の闘いに注目をして頂きたい。 



【二】 

１、第１に、地方自治法第七十六条第４項、及び地方自治法施行令１００条第

１項によると 

  議員解散（解職）請求手続き及び請求者の資格は、条例制定請求の条項（地方

自治法７４条１の第６項～第８項、同法第７４条２項～４項）、（地方自治法施行

令９１条～９８条）を準用するとなっている。（備考欄参照） 

（注）地方自治法第八十条第４項（議員の解職の請求とその措置） 

「第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数

（その総数が四十万を超える場合にあっては、その超える数に六分の一を乗じて得た

数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項か

ら第八項まで及び第七十四条の二から第七十四の四までの規定は第一項の規定による

請求者の署名について準用する。」 

  ここで準用される地方自治法第七十四条というのは、条例制定請求の手続きを定めた条項

であり、この条項の規定について解説書では 

「請求代表者による署名の収集、署名の効力等直接請求に関する手続きについては、他の直

接請求にも共通するため、本条～第七四条の四に一般的に規定が設けられ、他の直接請求

においてこれらの規定を準用することとしているが、手続きの相当部分が施行令に規定さ

れている。」（「自治六法」 地方自治法令研究会 ぎょうせい発行）となっている。法

文中の「第一項の規定による請求者の署名」というのはこの条項七十六条の第一項のこと

でありそれには単に「選挙権を有する者・・・」となっている。 

第２に、地方自治法８５条の規定では、長及び議員の解散（解職）請求に 

かかる住民投票については公職選挙法の地方公共団体の選挙の規定を準用

するとなっていて、同施行令１００条２以降で公職選挙法も含め、何の法

令が準用されまた準用されないか細かく規定している。（備考欄参照） 

  （注）地方自治法第８５条（解散及び解職投票の手続） 

 「政令で特別の定めをするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に

関する規定は、第七六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び

第八一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。」 

 

２、地方自治法の法令では、第１の解散・解職請求行為と、第２の住民投票とを

はっきり分けて、それぞれ準用する法令を定めていることがわかる。 

住民投票行為は選挙と同じでその段階での解散（解職）請求代表者は公職の立

候補者と同一の扱いとされ、請求代表者の名前で公共施設を会場にし演説会を

開催することも出来る。また、地方自治法施行令では、住民投票においては、

解職請求代表者は解職の対象となっている議員とともに買収行為などに重い刑

罰があり公選法の厳しい適用がある。 

一方請求段階では、選挙権のある者は誰でも直接請求の代表者になれるが、署

名活動での暴行、詐術、威迫などの罰条（地自法第７４条の４）以外には特に

公選法のような厳しい定めはない。 

下に掲載した昭和２９年最高裁判例に依拠して説明する県選管の某課長による

と、 請求段階の規定は請求の手続きを規定しているだけだ、 地自法施行令１



１４条、１１５条に掲示されている一覧表では、公選法の「公職の候補者」は

「解職請求代表者」と読み替えると書いてあり、この規定は請求段階も住民投

票段階も一連のものとして通じていると読める、だから、最高裁の判例の通り、

農業委員は請求段階でも投票段階でも請求代表者になるのは法令違反だ、とい

う。 

 しかし、 について県選管の新任課長の説明とは違って、地自法第７４条以下の

各条、地自法施行令９１条以下で請求段階を規定した法令は、直接請求代表者

の資格（証明）、請求者の署名収集、署名簿の提出、選管の署名簿の受付、署

名の証明、縦覧、争訟、署名運動に対する妨害への罰則等請求行為全体につい

て規制しているのである。「手続き」だけではない。 

また、 については、１１５条は解職請求の投票の際に準用する公選法の各条の

言葉についての読み替えであるが、読み替えられる公選法の各条は、選挙の投

開票とか、被選挙権、戸別訪問、寄付行為、公選法違反の罰条などである。例

えばこの一覧表であがっている公選法の８６条の８第１項、８８条、また８９

条第１項などは、被選挙権のない者（法に触れ剥奪されている者を含む）は公

職の候補者になれないなどというものであり、請求段階の資格である「議員及

び長の選挙権を有する者」すなわち選挙権のある有権者とは全く違っているの

である。選挙権者と被選挙権者とは全く次元の相違する概念であり、投票段階

での直接請求代表者は被選挙権者（ただし、年齢制限はない）でなければなら

ない、ということになる。すなわち、 

直接請求の制度では、直接請求代表者は、２０歳以上の者で 

請求段階では一般的に選挙権者でいいが、 

投票段階では被選挙権者でないといけないということである。 

請求代表者は請求段階でも被選挙権者でなければならないという規定はどこに

も書かれていない。 

 

３、もし、署名を集め解職等の請求書を提出するまでの請求段階の行為及び請求

代表者の資格についても公職選挙法が適用されるということであれば、当然関

係法条にそのような規定がなければならないが、そうしたことを定めたものは

一つも存在していない。 

その事は例えば、地方自治法第１０９条２（請求の費用）の規定について詳細

に見るとよくわかる。 

「普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用

（争訟のための費用を含む）は、地方自治法及びこの政令の規定により当該普通地方公共

団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であった者又

はその解散請求代表者の負担とする。」 

この条文の「議会解散の請求に要する費用」の規定は、地自法施行令１０９条

（議会解散請求の投票）と同令１１０条（議員解職請求の投票）の間に入って

いるから、この規定中の「請求」という言葉にはあるいは、投票行為も含まれ



るのではないかと思うかも知れない。 

しかし、この疑問は次の令１１３条（議員の解職投票）の規定で直ちに氷解す

る。すなわち、令１１３条では、議員解職投票に準用する施行令の各条が掲げ

られているが、その中に、令１０９条２もあげられているのである。 

もし、令１０９条２の「請求」の含意するものが住民投票の過程も一連のもの

として含んでいるとするなら、令１１３条で何もわざわざ令１０９条２を準用

するという規定は設ける必要はないからである。 

法制定者は、「請求」と「投票」の２つの概念、それぞれの段階、それぞれに

準用する法令を、明確に意識しこれらを峻別していたことは疑う余地はない。 

上掲法令中の一つとして請求と投票の規定を混同するところは存在しない。 

投票段階に準用される法令を拡大または付会して請求段階の行為の規制にまで

適用することは出来ない。 

 

４、もし仮に有権者であるという資格のほかに、請求段階でも公選法が適用され

るということであれば、住民投票段階での公選法の罰条の適用以外に、地自法

第７４条の４の請求行為に対する罰則を定めた条項は特に必要がないし、第一

請求行為自体に公選法を適用すれば、主として戸別訪問より外に仕様のない署

名集めなど不可能となる。 

公選法１３８条２（署名運動の禁止）は、当然請求段階では許されるが、請求

についての住民投票段階では許されていない。その投票段階での規定が、請求

段階の請求代表者にまで適用するなどという拡大解釈では請求運動そのものが

不可能となる。また、投票段階で公選法が準用されることを定めている地自法

令１１５条の読替表によると、公選法１３８条第２項（戸別訪問の禁止）が掲

げられているが、住民投票段階でこれの禁止を請求代表者に適用する公選法は、

遡って請求段階でもその請求代表者に適用されるはずはない。自署はともかく

押印をも求める署名収集活動は戸別訪問をしなければとても不可能である。戸

別に訪問して選挙民に署名を求めることが許されていることは明らかである。

それは、地自法第７４条第４項で請求段階では禁じられていないからである。

地自法令１１５条の読替表はあくまでも公選法が適用される範囲（住民投票段

階）での読替であり、その範囲では公選法の「公職の候補者」を「直接請求代

表者」と読み替えるというものであって、公選法適用外の請求段階にまで拡大

適用は許されないのである。 

また、こうなると全ての有権者に認められている選挙権と同等な直接請求の権

利が認められず、年齢制限はないとしても直接請求権（その発議権）が被選挙

権者にしか許されないということにもなる。 

 

５、ところで、第１の準用されている条例制定請求の場合は、議員、農業委員 

などの公務員で政治活動が許されている者は請求代表者となることは可である。

実際、地方議会議員などは条例制定請求の請求代表者になっている。 



したがって、議員・長に対する解散・解職の請求の場合、条例制定請求の条項

が準用されると明記されているから、請求行為に関する限り、議員や農業委員

等は請求代表者としてこれに関わることが出来ると考えられる。 

直接請求の制度についての解説書では、ñ議員や農業委員は投票につながる直接

請求代表者にはなれないが、そうでない直接請求は許されるòというようなこと

がいわれているが、実際の法令ではそのような区別は何も規定されておらず、

政治活動が許されている者は全ての直接請求で署名活動など請求段階では、請

求代表者になれることは明らかである。 

ただし、以下の通り、許されるのは前段の請求行為までであって、住民投票段

階では請求代表者になることは禁じられている。したがって、農業委員や議員

等は、署名簿の仮請求の段階、本請求の前に請求代表者の地位を退く必要があ

り、念のためはじめの請求活動段階から請求書の代表者に名を連ねないように

した方が良いであろう。 

第２の解散（解職）の住民投票では、公職選挙法（特に８９条、地方自治法施

行令１０９条では公選法８９条の但書は準用せずとされる）が準用されるから、

議員や農業委員でも公務員はほとんど全て請求代表者になることは禁じられる

ということになっている。 

（注）農業委員や海区調整委員らは当初公職選挙法で公職への立候補が禁じられていたが昭

和２６年３月の法改正で緩和され、農業委員等の身分のままで市町村長・議員への立候

補が認められて現在に至った。しかし、当時公選法が改正され公職者の立候補制限が緩

和された時、農業委員等について地方自治法が連動的に改正されず直接請求制度での住

民投票段階で農業委員等への制禁条項が今も残ったままである。 

   農業委員がそのままの身分で市町村長・議員への立候補が許されているのに、それと同

等とされる直接請求の投票段階での請求代表者には、これになれないというのは明らか

に法の不備であり不合理であろう。前者で、公職たる農業委員の地位や影響力はさほど

ではないとしたのなら、後者でも又同様でなければなるまい。 

   元々昭和２２年制定の地方自治法施行令では、直接請求（投票）では農業委員等

への制禁の規定はなかった。昭和２５年の改正で禁止されたままである。  

 

６、今回の東洋町の場合、当該農業委員は請求代表者として署名を集め、署名 

簿を仮提出する前、署名簿の有効・無効の審査以前に請求代表者を辞退した。 

農業委員は住民投票の段階では請求代表者とはなれないが、その前の署名収集

の段階では請求代表者となれると考えられる。署名収集から請求の段階に遡っ

てまで公選法が適用されるという規定は、どこにもない。 

選挙権のある者は誰でも条例制定請求が出来るとなっているからである。 

但し、誰でもといっても地方公務員法など他の法律で政治活動が禁止されてい

る場合は請求代表者にはなれないと解されている。 

しかし、農業委員には政治活動の規制法令（農業委員会法）がないし、公職選

挙法では、農業委員も現職のまま市長村議・長の選挙の候補者になることがゆ

るされていることから、署名活動はもちろん、請求代表者となって解職を請求



することまでは、問題がないと考えられる。 

これが、署名の有効確定から解職の本請求以降住民投票の過程では地方自治法

（施行令）の規定によって公職選挙法が適用されることから、農業委員を含む

公務員は、請求代表者を辞退する必要があろう。 

 

７、地方自治法の本法及び地方自治法施行令では、請求署名活動段階と請求が 

終わってからの投票行為を截然と区別して、各種直接請求の請求手続きの行為

は、全て条例制定請求の手続きが準用されると明記されている。 

すなわち、住民による監査請求でも、長に対する解職請求、主要公務員の解職

請求、議員・議会への解散・解職請求も、請求手続き全てに、条例制定請求の

手続きとその資格が準用されると一つ一つ規定されている。 

地方自治法施行令でも請求手続きは令１００条の１、住民投票を同令１００条

の２ 以降に分けて規定している。 

けだし、住民投票はもはや請求行為（住民の３分の１以上程度）ではなく、前

段の請求行為（リコール請求とその手続き）に対する住民全体の判断行為であ

るから、両者ははっきり区別しなければならず、それがため、法令は煩を厭わ

ず請求行為と住民投票とを繰り返し準用条項を分別して明記しているのである。 

 

【三】 

１、同じ農業委員が請求代表となったリコール事件で、２つの判例を紹介する。 

  昭和２９年当時の最高裁判例（青森地裁の分）は 

署名活動段階の請求代表者を機械的に公選法を適用して無効としているが、 

如上の解職請求と住民投票の段階的区別を付けずに誤った判断をしたと思われ

る。 

もっとも請求者側が二者の区別を付けずに請求から投票まで一連の行為をもっ

て全部有効・無効を争ったことが原因であろうと推測する。 

農業委員について最高裁は次のように判断する。 

「地方自治法第八十五条第一項によれば公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規

定は村長及び村議会議員の解職請求及びその投票に到る一連の行為に関し準用されるけれ

ども地方自治法施行令第百十六条の二、第百十三条、第百九条によれば公職選挙法第八十

九条第一項但書、第二項及び第三項の規定は特に右準用から除外される。 

従って国又地方公共団体の長又は議会の議員の解職請求代表者となることができないもの

といわなければならない。」 

しかし、地方自治法・同法令によれば公選法が請求と投票について一連の行為

としては適用されていず、確然と区別され、それぞれ準用される法令も明確に分

別されている。戦後最大の誤判という外はないであろう。最高裁が法令解釈を誤

ったという点では戦後初めての判例ではないか。 

 



昭和２８年の神戸地裁の判断は、住民投票の可否について判断し公選法８９条適

用で農業委員、村会議員が請求代表者となれないから、解職請求手続きは違法で

あるから、住民投票は執行停止とした。 

確かに、住民投票段階では、公選法（８９条）の適用があり、農業委員も公職

への候補者（請求代表者）になることについて制限するとされているから当然

ではある。ただ、この神戸地裁の判断は投票段階の請求代表者のことについて

であり、請求段階にまで遡って農業委員等が請求代表者となれないのかどうか

については不分明である。 

 

最近の判例（那覇地裁）では、農業委員ではなく役場の臨時職員が町会議員の解

職請求代表者となって議員の解職請求があり、住民投票にまで入っていたが、投

票執行停止の判決があり途中で終わった。 

この判決の場合、地公法３６条２項２号の公務員の政治活動（政治的な署名集

め）の制限を持ち出しこれでもって、一般職公務員は解職請求代表者たり得な

い、それが集めた署名は全て無効であるから住民投票は執行停止と判断されて

いる。 

 

２、東洋町の今回の事件では、１人の農業委員は署名を集め有効・無効の審査の

ため町の選管に署名簿を仮提出する寸前に請求代表者を辞退した。 

 それまでの請求行為は法令の規定では、公職選挙法は適用されないし、農業

委員は国の法律により政治活動には規制はないから、何ら法令に反するところ

はない。署名収集活動を主な活動とする請求段階の行為に公選法が適用される

という暴論が通るとしたら請求活動自体が不可能となる。それではどうやって

直接請求が出来るのか。直接請求を規定した地自法や同令では、投票段階では

署名運動も戸別訪問も禁止している。 

 

 

 

【備考】 直接請求の「請求」及び「投票」の法令 

 

１、憲法第１５条（公務員の選定・罷免権） 

２、地方自治法第１３条（議会解散・主要公務員解職請求権） 

３、地方自治法第（第５章 直接請求 ７４条～８８条） 

 （１）条例制定請求（地自法第７４条の１～７４条の４） 

 （２）監査の請求（地自法７５条） 

  （３）議会の解散請求（地自法７６条、７９条） 

     議会の解散請求の投票（地自法第７６条第３項、７７条、７８条、８５条） 

  （４）議員の解職請求（地自法第８０条、８４条） 

  （５）長の解職請求（地自法第８１条、８４条） 



  （６）議員・長の解職請求の投票（地自法第７６条第３項（長）、８０条第３項

（議員）、８２条、８３条、８５条）  

 （７）主要公務員の解職の請求（地自法８６条、８７条、８８条） 

 

４、地方自治法施行令（第２章 直接請求 ９１条～１２１条） 

（１）条例制定請求（施行令９１条、９２条、９３条、９３条２、９４条、９５条、９

５条２、９５条３、９５条４、９６条、９７条、９８条、９８条

２、９８条３、９８条４） 

（２）監査の請求（施行令９９条） 

（３）議会の解散の請求（施行令１００条、１０９条２） 

   議会の解散の投票（施行令１００条２、１０１条、１０２条、１０３条、 

１０４条、１０６条、１０７条、１０８条、１０９条、１

０９条３） 

（４）議員の解職請求（施行令１１０条、１１１条２） 

（５）長の解職請求（施行令１１６条） 

（６）議員の解職投票（施行令１１３条、１１４条、１１５条） 

（７）長の解職投票（施行令１１６条２、１１７条、１１８条） 

（８）主要公務員解職請求（施行令１２１条） 

以上の通り、上掲の法令一つ一つ確認すれば、議員、首長の解職請求と解職投票

とは明確に分別され次元の違うものとして規定されていることが分かるであろう。

請求段階の行為は決して公選法の適用は受けないと言うことは誰が見ても明らか

である。投票行為に入る前、署名簿審査の前に辞退した農業委員の請求段階の署

名収集行為等には公選法は適用されえないから、今回の提出された１１２５名の

議員解職請求の署名簿は完全に有効であると断定される。今回のリコールでは個

別の署名審査ではほとんどの署名が有効であるとされている。 


